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賃料減額請求訴訟における判決に関するお知らせ 

（心斎橋 OPA本館、心斎橋 OPAきれい館） 

 

ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、運用資産である「心斎橋 OPA本

館」（以下「OPA 本館」といいます。）及び「心斎橋 OPA きれい館」（以下「OPA きれい館」といい、OPA 本館

と併せて、以下「本 2 物件」といいます。）の賃借人である株式会社 OPAより賃料減額請求訴訟の提起を受け

ていましたが、平成 28 年 1 月 21 日付で、大阪地方裁判所において第一審判決が言い渡されましたので、下

記の通りお知らせいたします。 

記 

１．第一審判決の内容 

平成 28年 1 月 21日付で、大阪地方裁判所より、第一審判決（以下「本第一審判決」といいます。）が言い

渡されました。本第一審判決の概要は以下のとおりです。 

・OPA 本館の平成 24年 3月 1日以降の賃料については、現行比約 3.3%減額した金額とする。 

・OPA きれい館の平成 24年 3月 1 日以降の賃料については、現行比約 6.1%減額した金額とする。 

 

２．訴訟の経緯 

本投資法人は、本 2 物件の賃借人である株式会社 OPA（以下「原告」といいます。）より、平成 24年 10 月

15 日付で、OPA 本館については平成 24 年 3月 1日以降の賃料につき現行比約 20%の減額、OPAきれい館につ

いては平成 24年 3 月 1日以降の賃料につき現行比約 18%の減額をそれぞれ請求する賃料減額請求訴訟（以下

「本件訴訟」といいます。）を東京地方裁判所において提起を受け、本件訴訟はその後の大阪地方裁判所への

移送決定を経て、大阪地方裁判所において係属していました。 

本投資法人としては、本件訴訟における原告の請求は合理的な理由を欠くものと考え、本件訴訟において

その旨を主張していましたが、本件訴訟に関連して本投資法人が取得した本 2物件の平成 25 年 3月 1日時点

の賃料鑑定に基づき現行賃料を増額すべきと判断したため、本投資法人は、原告に対し、平成 25 年 6月 3日

付で、OPA 本館については平成 25年 6 月 1日以降の賃料につき現行比約 7%の増額、OPAきれい館については

平成 25年 6 月 1日以降の賃料につき現行比約 4%の増額をそれぞれ請求する反訴（以下「本件反訴」といい、

本件訴訟と併せて、以下「本訴訟等」といいます。）を大阪地方裁判所に提起し、本件訴訟と併せ係属してい

ました。 

結果、平成 28年 1 月 21日付で大阪地方裁判所より、本件訴訟に対し上記「１．第一審判決の内容」のと

おり、本第一審判決が言い渡されたものです。 

なお、本件反訴については棄却となりました。 
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３．今後の見通し 

本投資法人は、本訴訟等の進行状況等を総合的に勘案し、第 24期（平成 27 年 11 月期）までの過年度を含

めた影響見積額を既に第 24 期（平成 27 年 11月期）において訴訟損失引当金として計上しています（注）。本

第一審判決で示された賃料は、当該引当金算定の前提となっている賃料とほぼ同水準であり、また、本第一

審判決に基づく、第 25期（平成 28年 5月期）以降の賃料減額の影響も軽微であることから、本投資法人が

平成 28年 1 月 15日に公表した第 25期（平成 28年 5月期）及び第 26期（平成 28 年 11月期）の運用状況の

予想については、現時点において変更はありません。 

なお、本第一審判決については、原告・本投資法人の双方が控訴期間内に控訴を行わなかった場合、確定

することとなりますが、控訴の提起も含め今後の対応については検討を行い、対応方針につきましては決定

次第改めてお知らせいたします。 

（注）訴訟損失引当金計上の詳細等については、平成 28年 1月 15日に公表の「平成 27年 11月期 決算短信（REIT） ３．財務諸表

（８）財務諸表に関する注記事項〔追加情報〕」をご参照ください。 

 

４．その他 

本訴訟等の詳細等については、平成 24 年 10月 29日付「本投資法人に対する賃料減額請求訴訟の提起に関

するお知らせ（心斎橋 OPA本館、心斎橋 OPAきれい館）」及び平成 25 年 6月 3日付「賃料減額請求訴訟にお

ける反訴に関するお知らせ（心斎橋 OPA本館、心斎橋 OPAきれい館）」をご参照下さい。 

 

以上 

 

＊本投資法人のホームページアドレス ： http://www.united-reit.co.jp 

 

http://www.united-reit.co.jp/

